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(54)【発明の名称】 エレクトロルミネッセンスパネルおよびその製造方法

(57)【要約】
【課題】  信頼性の高い有機ＥＬパネルの製造方法を提
供する。
【解決手段】  有機ＥＬ層５０の下層に位置する第２の
平坦化絶縁層４０を熱処理して、含有水分量を極力少な
くする。この含有水分量を77ng/cm3以下とすることによ
り、発光特性の劣化が少ない有機ＥＬパネルを実現する
ことができる。有機ＥＬ層５０への水分の影響を低減す
るための他の方法として、第２の平坦化絶縁層４０に改
質処理を施してもよく、またコーティング処理を施して
もよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  基板上に、第１電極を形成する工程と、
前記第１電極の周辺に絶縁層を形成する工程と、
前記絶縁層に含まれる水分量を少なくするように前記絶
縁層に熱処理を施す工程と、
前記絶縁層上にエレクトロルミネッセンス層を形成する
工程と、
前記エレクトロルミネッセンス層上に第２電極を形成す
る工程とを備えたことを特徴とするエレクトロルミネッ
センスパネルの製造方法。
【請求項２】  前記熱処理工程は、
前記絶縁層の含有水分量が154ng/cm3以下となるように
前記絶縁層を熱処理することを特徴とする請求項１に記
載のエレクトロルミネッセンスパネルの製造方法。
【請求項３】  前記熱処理工程は、
前記絶縁層に電磁波を照射して加熱することを特徴とす
る請求項１または２に記載のエレクトロルミネッセンス
パネルの製造方法。
【請求項４】  基板上に、第１電極を形成する工程と、
前記第１電極の周辺に絶縁層を形成する工程と、
前記絶縁層に、200℃から270℃の温度で１時間から３時
間の熱処理を加える工程と、
前記絶縁層上にエレクトロルミネッセンス層を形成する
工程と、
前記エレクトロルミネッセンス層上に第２電極を形成す
る工程とを備えたことを特徴とするエレクトロルミネッ
センスパネルの製造方法。
【請求項５】  基板上に、第１電極を形成する工程と、
前記第１電極の周辺に絶縁層を形成する工程と、
前記絶縁層の吸湿性を低減するように前記絶縁層に改質
処理を施す工程と、
前記絶縁層上にエレクトロルミネッセンス層を形成する
工程と、
前記エレクトロルミネッセンス層上に第２電極を形成す
る工程とを備えたことを特徴とするエレクトロルミネッ
センスパネルの製造方法。
【請求項６】  基板上に、第１電極を形成する工程と、
前記第１電極の周辺に絶縁層を形成する工程と、
前記絶縁層上に、ＳｉＮ

ｘ
含有層、ダイヤモンドライク

カーボン含有層またはＳｉ薄膜層のいずれかで構成され
るバリア膜を形成する工程と、
前記バリア膜上にエレクトロルミネッセンス層を形成す
る工程と、
前記エレクトロルミネッセンス層上に第２電極を形成す
る工程とを備えたことを特徴とするエレクトロルミネッ
センスパネルの製造方法。
【請求項７】  基板上に、第１電極を形成する工程と、
前記第１電極の周辺に絶縁層を形成する工程と、
前記絶縁層上に、疎水性材料のコーティング層を形成す
る工程と、
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前記コーティング層上にエレクトロルミネッセンス層を
形成する工程と、
前記エレクトロルミネッセンス層上に第２電極を形成す
る工程とを備えたことを特徴とするエレクトロルミネッ
センスパネルの製造方法。
【請求項８】  基板上に形成された第１電極と、
前記第１電極の周辺に形成され、含有水分量が154ng/cm
3以下である絶縁層と、
前記絶縁層上に形成されたエレクトロルミネッセンス層
と、
前記エレクトロルミネッセンス層上に形成された第２電
極と
を備えたことを特徴とするエレクトロルミネッセンスパ
ネル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、エレクトロルミネ
ッセンスパネルおよびその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】有機エレクトロルミネッセンスパネル
（以下「有機ＥＬパネル」ともいう）は自己発光のため
液晶パネルに比べて視認性が高く、またバックライトが
不要なため薄くて軽い表示用パネルであり、近い将来、
液晶パネルに代わるものとして注目されている。一般
に、有機ＥＬパネルが備える有機エレクトロルミネッセ
ンス素子（以下「有機ＥＬ素子」ともいう）は、電子注
入電極から電子輸送層に注入された電子とホール注入電
極からホール輸送層に注入されたホールとが、有機発光
層とホール輸送層との界面や界面付近の有機発光層内部
で再結合することにより発光する。赤、緑、青色を発光
する有機材料を蒸着して有機発光層を形成することによ
り、カラー表示の有機ＥＬ素子が作製される。特に最近
では、薄膜トランジスタ（Thin Film Transistor：ＴＦ
Ｔ）をスイッチング素子として備えるアクティブマトリ
ックス型有機ＥＬパネルが次世代平面表示装置の主役と
して考えられており、現在その開発が急ピッチで進めら
れている。
【０００３】有機ＥＬ素子は水分により信頼性が損なわ
れるため、有機ＥＬパネルの作製に際しては、有機ＥＬ
素子の外表面を金属缶などで覆い、外部から水分が浸入
しないように封止構造を形成して防湿対策を行ってい
る。また、別の手法として、有機層と有機ＥＬ層の間に
ＳｉＯ

ｘ
層を形成して、有機ＥＬ層を有機層成分や水分

から保護する構造が提案されている（例えば、特許文献
１参照。）。
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－２６０５６２号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、金属缶
を用いた封止構造を備えた有機ＥＬパネルであっても、
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3
現実には有機ＥＬ素子が水分により劣化される現象が認
められる。本発明者は、その要因を解析した結果、ＴＦ
Ｔ基板に含有される水分が有機ＥＬ素子に浸透し、有機
ＥＬ素子の信頼性を損なっていることを突き止めた。
【０００６】特許文献１は、有機ＥＬ層を水分から保護
するためのＳｉＯ

ｘ
層を開示するが、ＳｉＯ

ｘ
層の水分

のバリア性は高くない。さらに有機層上にＳｉＯ
ｘ
層を

形成するには、有機層を保護するべく低温で成膜せざる
をえないため、有機ＥＬ層に浸透する水分を十分抑制す
る緻密な膜を形成することができない。
【０００７】そこで、本発明は、上記の課題を解決する
ことのできるＥＬパネルおよびその製造方法を提供する
ことを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に、本発明の一つの態様に係るエレクトロルミネッセン
スパネルの製造方法は、基板上に、第１電極を形成する
工程と、前記第１電極の周囲に絶縁層を形成する工程
と、前記絶縁層に含まれる水分量を少なくするように前
記絶縁層に熱処理を施す工程と、前記絶縁層上にエレク
トロルミネッセンス層を形成する工程と、前記エレクト
ロルミネッセンス層上に第２電極を形成する工程とを備
える。エレクトロルミネッセンス層の下層に存在する絶
縁層を熱処理することによって、絶縁層に残留する水分
がエレクトロルミネッセンス素子の信頼性に与える影響
を低減することが可能となる。前記熱処理工程は、前記
絶縁層の含有水分量が154ng/cm3（ナノグラム毎立方セ
ンチメートル）以下となるように絶縁層を熱処理するこ
とが好ましく、さらに信頼性を高めるためには含有水分
量が77ng/cm3以下となるように絶縁層を熱処理すること
が好ましい。なお、薄いサンプルの含有水分量を表現す
る単位としてpg/cm２（ピコグラム毎平方センチメート
ル）を用いてもよく、たとえば絶縁層の厚さが1,300nm
の場合は、7.7ng/cm3＝1pg/cm２となる。この場合、絶
縁層の含有水分量は、20pg/cm２以下となることが好ま
しく、さらには10pg/cm２以下となることが好ましい。
前記熱処理工程は、電気炉中などで基板を加熱してもよ
く、また前記絶縁層に電磁波を照射して加熱してもよ
い。
【０００９】本発明の別の態様に係るエレクトロルミネ
ッセンスパネルの製造方法は、基板上に、第１電極を形
成する工程と、前記第１電極の周囲に絶縁層を形成する
工程と、前記絶縁層に、200℃から270℃の温度で１時間
から３時間の熱処理を加える工程と、前記絶縁層上にエ
レクトロルミネッセンス層を形成する工程と、前記エレ
クトロルミネッセンス層上に第２電極を形成する工程と
を備える。絶縁層を熱処理することにより、絶縁層に残
留する水分がエレクトロルミネッセンス素子の信頼性に
与える影響を低減することが可能となる。
【００１０】本発明のさらに別の態様に係るエレクトロ
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ルミネッセンスパネルの製造方法は、基板上に、第１電
極を形成する工程と、前記第１電極の周辺に絶縁層を形
成する工程と、前記絶縁層の吸湿性を低減するように前
記絶縁層に改質処理を施す工程と、前記絶縁層上にエレ
クトロルミネッセンス層を形成する工程と、前記エレク
トロルミネッセンス層上に第２電極を形成する工程とを
備える。絶縁層に改質処理を施すことにより、絶縁層の
吸湿性を下げるとともに、残留する水分量を減らすこと
ができる。
【００１１】本発明のさらに別の態様に係るエレクトロ
ルミネッセンスパネルの製造方法は、基板上に、第１電
極を形成する工程と、前記第１電極の周辺に絶縁層を形
成する工程と、前記絶縁層上に、ＳｉＮ

ｘ
含有層、ダイ

ヤモンドライクカーボン含有層またはＳｉ薄膜層のいず
れかで構成されるバリア膜を形成する工程と、前記バリ
ア膜上にエレクトロルミネッセンス層を形成する工程
と、前記エレクトロルミネッセンス層上に第２電極を形
成する工程とを備える。絶縁層上にバリア膜を形成する
ことにより、エレクトロルミネッセンス層を水分から保
護することができる。
【００１２】本発明のさらに別の態様に係るエレクトロ
ルミネッセンスパネルの製造方法は、基板上に、第１電
極を形成する工程と、前記第１電極の周辺に絶縁層を形
成する工程と、前記絶縁層上に、疎水性材料のコーティ
ング層を形成する工程と、前記コーティング層上にエレ
クトロルミネッセンス層を形成する工程と、前記エレク
トロルミネッセンス層上に第２電極を形成する工程とを
備える。絶縁層上に疎水性材料をコーティングすること
により、絶縁層に水分が浸入することを抑制し、絶縁層
の水分含有量を低減して、エレクトロルミネッセンス層
を水分から保護することができる。
【００１３】本発明のさらに別の態様に係るエレクトロ
ルミネッセンスパネルは、基板上に形成された第１電極
と、前記第１電極の周囲に形成され、水分量が154ng/cm
3以下である絶縁層と、前記絶縁層上に形成されたエレ
クトロルミネッセンス層と、前記エレクトロルミネッセ
ンス層上に形成された第２電極とを備える。絶縁層中の
残留水分量を少なくすることにより、この残留水分が、
エレクトロルミネッセンス素子の信頼性に与える影響を
低減することが可能となる。
【００１４】
【発明の実施の形態】＜第１の実施の形態＞図１～図２
は、本発明による第１の実施の形態に係る有機ＥＬパネ
ルの製造工程を示す図である。図１（ａ）は、能動層１
４を形成した状態を示す。この工程では、まず無アルカ
リガラス等からなるガラス基板１０上に、ＳｉＯ

２
膜か

らなる絶縁性保護膜１２をプラズマＣＶＤ法を用いて形
成する。保護膜１２上にプラズマＣＶＤ法等によりａ－
Ｓｉ膜を成膜し、そのａ－Ｓｉ膜の表面にエキシマレー
ザ等のレーザ光を走査しながらスポット照射してアニー



(4) 特開２００３－３３２０５８

10

20

30

40

50

5
ル処理を行い、ａ－Ｓｉ膜を溶融再結晶化してｐ－Ｓｉ
膜に改質させる。そして、このｐ－Ｓｉ膜を島状にエッ
チングして能動層１４を形成する。
【００１５】図１（ｂ）は、ゲート電極２０を形成した
状態を示す。この工程では、ｐ－Ｓｉ膜から構成される
能動層１４上に、ＣＶＤ法を用いてＳｉＯ

２
膜からなる

第１のゲート絶縁膜１６と、ＳｉＮ膜からなる第２のゲ
ート絶縁膜１８を形成する。第２のゲート絶縁膜１８上
に、クロム（Ｃｒ）、モリブデン（Ｍｏ）などの高融点
金属からなる導電材料をスパッタ法を用いて成膜し、ホ
トリソグラフィ技術およびドライエッチング技術を用い
て、能動層１４の上方に配置するようにゲート電極２０
を形成する。
【００１６】図１（ｃ）は、第１平坦化絶縁層３０を形
成した状態を示す。この工程では、まず能動層１４に対
して、ゲート電極２０をマスクとしてＰ型またはＮ型の
不純物イオンを第２ゲート絶縁膜１８および第１ゲート
絶縁膜１６を通して注入する。能動層１４においては、
ゲート電極２０の下方に存在するチャネル領域と、チャ
ネル領域の両側に存在するソース領域およびドレイン領
域が形成される。それから、ゲート電極２０および第２
のゲート絶縁膜１８上に、ＳｉＮ膜からなる第１の層間
絶縁膜２２とＳｉＯ

２
膜からなる第２の層間絶縁膜２４

とを形成する。それから、ソース領域およびドレイン領
域に対応して、能動層１４まで到達するコンタクトホー
ルを形成し、このコンタクトホールにアルミニウム（Ａ
ｌ）等の金属を充填して、ソース電極２６およびドレイ
ン電極２８を形成する。ソース電極およびドレイン電極
は、互いに入れ替わって形成されてもよい。その後、こ
の上に感光性樹脂である第１の平坦化絶縁層３０を形成
する。この第１平坦化絶縁層３０は、ソース電極２６や
ドレイン電極２８等の上方に突出した部分の凹凸を吸収
して表面を平坦にし、後工程において表示電極を平坦に
形成できるようにする。この工程により、薄膜トランジ
スタを有するＴＦＴ基板３２が形成される。
【００１７】図２（ａ）は、表示電極であるホール注入
電極３４を形成した状態を示す。この工程では、まずド
レイン電極２８の位置に対応して、第１の平坦化絶縁層
３０にコンタクトホールを形成し、そこに透明電極材料
であるインジウム酸化スズ（Indium Tin Oxide：ＩＴ
Ｏ）を堆積して、表示電極であるホール注入電極３４を
形成する。
【００１８】図２（ｂ）は、ホール注入電極３４の周辺
に第２の平坦化絶縁層４０を形成した状態を示す。この
工程では、まず感光性樹脂を堆積し、それからホール注
入電極３４の位置に対応してコンタクトホールを形成し
て、ホール注入電極３４の周辺且つ上方に第２の平坦化
絶縁層４０を形成する。この第２平坦化絶縁層４０は、
ホール注入電極３４の厚みから生じる段差により電子注
入電極とショートすることを防止するために設けられ
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る。
【００１９】第１の実施形態においては、第２の平坦化
絶縁層４０の形成直後に熱処理を施し、第２の平坦化絶
縁層４０に含まれる水分を極力少なくする。代表的な平
坦化絶縁層４０は、熱処理前ではその水分含有量を385n
g/cm3（ナノグラム毎立方センチメートル）以上とす
る。この平坦化絶縁層４０の厚さが1,300nmの場合は、
その水分含有量を50pg/cm2以上と表現することもでき
る。本発明者は、この水分が有機ＥＬ素子に悪影響を与
えていることに着目し、この水分を極力除去することに
よって、有機ＥＬ素子の信頼性を高めることを実験によ
り実証した。
【００２０】本発明者は、耐熱透明感光型アクリル樹脂
により第２の平坦化絶縁層４０を形成したサンプルにお
いて、熱処理後の第２の平坦化絶縁層４０の水分含有量
を77ng/cm3以下とすることで、100000時間を超える有機
ＥＬ素子の信頼性を確保できることを実証した。100000
時間後の輝度の低下を20％まで許容する場合には、水分
含有量は154ng/cm3以下であればよいことも分かった。1
00000時間後の輝度低下が20％という値は、実用的に十
分許容できる範囲である。そのため、第２平坦化絶縁層
４０の熱処理工程においては、この絶縁層の含有水分量
が154ng/cm3以下となるように、さらに好適には77ng/cm
3以下となるように熱処理を施す。
【００２１】図３は、第２平坦化絶縁層４０の含有水分
量を77ng/cm3以下とするように熱処理を施した場合の発
光特性の実験結果を示すものである。縦軸は輝度（相対
強度）を示し、横軸は時間を示す。窒素雰囲気中、常圧
の環境のもと熱処理が施された。比較用のデータとして
熱処理が行われない有機ＥＬ素子の発光特性も示す。熱
処理が施されない第２平坦化絶縁層４０の含有水分量は
385ng/cm3以上である。この実験結果により、熱処理を
行わない場合には、ほぼ100時間後から発光特性が悪く
なり、長時間の使用に耐えないことが判明した。また30
0℃で30分熱処理を行った場合、ほぼ1000時間を超えた
あたりから次第に発光特性が悪くなることも分かった。
別の実験により、270℃を超えた温度で加熱処理を行う
と、その下層に存在する薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）の
特性に悪影響が生じることが判明した。そのため、300
℃で熱処理を行った場合には、このＴＦＴの応答特性が
劣化したことにより、有機ＥＬ素子の発光特性が悪くな
るものと考えられる。
【００２２】一方、150℃で10時間の熱処理を行った場
合と、220℃で2時間の熱処理を行った場合とでは、1000
00時間を超えても有機ＥＬ素子の発光特性が殆ど劣化し
ないことが分かった。しかしながら150℃による熱処理
は、処理時間が長くなりすぎて量産には向かない。以上
の実験により、第２平坦化絶縁層４０に対して、200℃
から270℃の温度で1時間から3時間の熱処理を加えるこ
とが好ましく、220℃の温度で2時間の熱処理を加えるこ
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7
とがさらに好ましいことが判明した。
【００２３】図２（ｃ）は、有機ＥＬ層５０および電子
注入電極４８を形成した状態を示す。この工程では、ま
ずホール輸送層４２、発光層４４および電子輸送層４６
をこの順に積層し、第２平坦化絶縁層４０およびホール
注入電極３４上に有機ＥＬ層５０を形成する。ホール輸
送層４２としては、4,4’,4’’-トリス(3-メチルフェ
ニルフェニルアミノ)トリフェニルアミン（4,4’,4’’
-tris(3-methylphenylphenylamino)triphenylamine：Ｍ
ＴＤＡＴＡ）、N,N’-ジ(ナフタレン-１-イル)-N,N’-
ジフェニル-ベンジジン(N,N'-Di(naphthalene-１-yl)-
N,N'-diphenyl-benzidine：ＮＰＢ)、N,N’-ジフェニル
-N,N’-ジ(3-メチルフェニル)-1,1’-ビフェニル-4,4’
-ジアミン（N,N’-diphenyl-N,N’-di(3-methylphenyl)
-1,1’-biphenyl-4,4’-diamine：ＴＰＤ）等が例示さ
れる。発光層４４としては、キナクリドン誘導体を含む
ビス（ベンゾキノリノラト）ベリリウム錯体（bis (10-
hydroxybenzo[h]quinolinato) beryllium：Ｂｅｂｑ
２）等が例示される。電子輸送層４６としては、アルミ
キノレン錯体（Ａｌｑ３）、またはＢｅｂｑ２等が例示
される。それから、有機ＥＬ層５０上に、電子注入電極
４８を成膜する。電子注入電極４８としては、例えば、
リチウムを微量に含むアルミニウム合金、マグネシウム
インジウム合金、またはマグネシウム銀合金等が例示さ
れる。以上の工程により、第１の実施形態に係る有機Ｅ
Ｌパネルが形成される。
【００２４】以上、第２の平坦化絶縁層４０に熱処理を
施して、含有水分量を少なくする実施形態を説明した。
例えば、熱処理は、電気炉中、クリーンオーブン中また
はホットプレート上などで、第２の平坦化絶縁層４０を
形成したＴＦＴ基板３２を加熱することにより行われて
もよい。水分除去のためには真空中で熱処理を行うこと
が効果的であるが、アルゴンなどの不活性ガス、水素、
酸素、窒素、乾燥空気などの雰囲気中で熱処理を行って
もよい。
【００２５】別の方法として、第２の平坦化絶縁層４０
を直接加熱してもよい。具体的には、第２の平坦化絶縁
層４０に吸収される電磁波を第２の平坦化絶縁層４０に
照射し、加熱する。マイクロ波は、第２の平坦化絶縁層
４０の水分に直接吸収されるため好適である。例えば、
照射条件として、2.4GHzのマイクロ波を5kWで10分間照
射してもよい。第２の平坦化絶縁層４０に電磁波を直接
照射するため、エネルギー効率がよく、また短時間で熱
処理を行うことができる。雰囲気は、前記したものと同
様である。
【００２６】またラピッドサーマルアニールにより、第
２の平坦化絶縁層４０の水分を低減することも可能であ
る。この方法によると、熱処理の時間を短縮することが
できる。ラピッドサーマルアニールの方法として、第２
の平坦化絶縁層４０の全面を電磁波、例えばフラッシュ
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ランプ光やマイクロ波により急速加熱する方法と、ヒー
タ等の熱源により高温にした部材をＴＦＴ基板３２に対
し相対的に走査する方法がある。高温部材をＴＦＴ基板
３２に対して移動させてもよいが、ＴＦＴ基板３２を高
温部材に対して移動させてもよい。雰囲気は前記したも
のと同様である。このとき、300～450℃で、1～10分間
熱処理を行ってもよい。前述したように、300℃で加熱
処理を30分程度行うと、ＴＦＴ特性に悪影響が生じるこ
ともあるが、ラピッドサーマルアニールを行って加熱処
理時間を十分短くすれば、ＴＦＴ特性の劣化が発生しな
いことも判明した。処理時間を短くすることにより、有
機ＥＬパネルの生産性を向上することができる。
【００２７】＜第２の実施の形態＞第２の実施の形態で
は、第２の平坦化絶縁層４０を改質することにより、第
２の平坦化絶縁層４０の吸湿性を低減させる。改質処理
を施すことにより、第２の平坦化絶縁層４０の含有水分
量も低減させることができる。低減した含有水分量は、
第１の実施の形態で説明した範囲にあることが好まし
い。第２の実施の形態では、第１の実施の形態における
熱処理に代えて改質処理を行い、他の工程については第
１の実施の形態で説明した工程と同様である。なお、第
１の実施の形態における熱処理と第２の実施の形態にお
ける改質処理とを組み合わせて、有機ＥＬパネルの製造
方法を実現してもよい。以下、改質方法の具体例を示
す。
【００２８】（プラズマ処理法）第２の平坦化絶縁層４
０を形成したＴＦＴ基板３２をプラズマに曝すことによ
り、第２の平坦化絶縁層４０から水分を除去するととも
に、第２の平坦化絶縁層４０を改質して吸湿性を低減す
る。プラズマは、ＣＦ

４
などのフッ化炭素、ＣＨＦ

３
な

どの水素化フッ化炭素、窒素やＮ
２
Ｏなど、またはそれ

らを含む混合ガスを用いることが好ましい。特にフッ素
含有ガスプラズマは、第２の平坦化絶縁層４０の表面を
疎水性にするため好適である。例えば、ＣＦ

４
を含有す

るガスの圧力を20Pa、ＲＦ電力を1W/cm２の条件で形成
したプラズマに5～30秒間曝露することで、第２の平坦
化絶縁層４０を改質できる。
【００２９】（イオン注入法）第２の平坦化絶縁層４０
を形成したＴＦＴ基板３２にイオン注入することによ
り、第２の平坦化絶縁層４０から水分を除去するととも
に、第２の平坦化絶縁層４０を改質して吸湿性を低減す
る。イオンは、不活性ガスイオン、フッ素、ボロン、窒
素、酸素、アルミ、イオウ、塩素、ガリウム、ゲルマニ
ウム、ヒ素、セレン、臭素、アンチモン、ヨウ素、イン
ジウム、スズ、テルル、鉛、ビスマス、チタン、ニオ
ブ、ハフニウム、タンタルの元素単体イオンまたはこれ
ら元素の化合物イオンである。高エネルギーでイオン注
入することにより、表面だけでなく、第２の平坦化絶縁
層４０の内部まで改質することが可能となる。例えば、
加速エネルギーを40～140keV、ドーズ量を1×10１４～1
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×10１６cm－２の条件でイオン注入を行い、第２の平坦
化絶縁層４０を改質してもよい。
【００３０】（紫外光照射法）第２の平坦化絶縁層４０
を形成したＴＦＴ基板３２に紫外光を照射することによ
り、第２の平坦化絶縁層４０を改質して吸湿性を低減す
る。紫外光の照射は真空状態を必要としないため、第２
の平坦化絶縁層４０を簡易に改質することができる。例
えば、紫外光を10mW／cm２で1～5分間照射することによ
り、第２の平坦化絶縁層４０を改質してもよい。
【００３１】図２（ｂ）に戻り、第２の平坦化絶縁層４
０には、ホール注入電極３４の位置に対応してコンタク
トホールが形成される。第２の平坦化絶縁層４０の改質
処理は、このコンタクトホールの形成前に行ってもよい
し、形成後に行ってもよい。コンタクトホール形成前に
改質処理を行うと、コンタクトホール底のホール注入電
極３４へのダメージを考慮しなくてもよい。イオン注入
法によると、イオン注入の加速エネルギーを高くするこ
とにより、第２の平坦化絶縁層４０の内部まで改質する
ことができるため、イオン注入処理はコンタクトホール
形成前に行われてもよい。一方で、コンタクトホール形
成後に改質処理を行うと、第２の平坦化絶縁層４０の表
面だけでなく、コンタクトホールの側壁も改質すること
ができる。プラズマ処理や紫外光照射は第２の平坦化絶
縁層４０の表面を改質するものであるため、コンタクト
ホールの側壁も改質するべく、これらの処理はコンタク
トホール形成後に行われてもよい。なお照射強度を高め
て、コンタクトホールの形成前に紫外光照射を行い、第
２の平坦化絶縁層４０の内部まで改質を行わせてもよ
い。
【００３２】図４は、第２平坦化絶縁層４０にＡｒイオ
ン注入処理を施した場合の発光特性の実験結果を示すも
のである。縦軸は輝度（相対強度）を示し、横軸は時間
を示す。Ａｒイオンは、加速エネルギーが140keV、ドー
ズ量が1×10１４cm－２および1×10１５cm－２の条件下
で注入された。比較用のデータとしてＡｒイオンを注入
しなかった場合の有機ＥＬ素子の発光特性も示す。この
実験結果により、イオン注入による第２の平坦化絶縁層
４０の改質処理を行わない場合には、短時間で発光特性
が悪くなり、長時間の使用に耐えないことが判明した。
一方で、イオン注入により第２の平坦化絶縁層４０の改
質処理が行われている場合には、長時間にわたり有機Ｅ
Ｌ素子の発光特性が殆ど劣化しないことが分かった。
【００３３】＜第３の実施の形態＞第３の実施の形態で
は、第２の平坦化絶縁層４０をコーティングすることに
より、第２の平坦化絶縁層４０の含有水分が上方の有機
ＥＬ層５０に与える影響を低減する。第３の実施の形態
では、第１の実施の形態における熱処理に代えてコーテ
ィング処理してコーティング層を形成し、その後の工程
については第１の実施の形態で説明した工程と同様であ
る。なお、第１の実施の形態における熱処理と第３の実
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施の形態における改質処理とを組み合わせて、有機ＥＬ
パネルの製造方法を実現してもよい。以下、コーティン
グ方法の具体例を示す。
【００３４】（バリア膜のコーティング）第２の平坦化
絶縁層４０上に水分を透過しないバリア膜をコーティン
グすることで、有機ＥＬ層５０を水分から保護すること
ができる。有機ＥＬ層５０はバリア膜上に形成される。
このバリア膜は、例えばＳｉＮ

ｘ
、ダイヤモンドライク

カーボン、Ｓｉ薄膜などで形成される。これらの材料で
バリア膜を形成することにより、ＳｉＯ

ｘ
で形成する場

合と比べて、水分のバリア性が向上する。ＳｉＮ
ｘ
膜

は、例えばプラズマＣＶＤ法により、ＮＨ
３
／ＳｉＨ

４

ガス流量比が1～3、基板温度が200℃、圧力が5～50Pa、
ＲＦパワー密度が1～3W／cm２の条件下で作成してもよ
い。ダイヤモンドライクカーボンは、例えばプラズマＣ
ＶＤ法により、Ｈ

２
／Ｃ

２
Ｈ
４
ガス流量比が0.1～0.5、

基板温度が100℃、圧力が5～50Pa、ＲＦパワー密度が2
～4W／cm２の条件下で作成してもよい。
【００３５】（疎水性材料のコーティング）第２の平坦
化絶縁層４０上に疎水性材料をコーティングすることに
より、第２の平坦化絶縁層４０に水分が浸入することを
抑制し、その結果、第２の平坦化絶縁層の水分含有量を
低減できる。有機ＥＬ層５０はコーティング層上に形成
される。このコーティングは、スピンコートやスプレー
コートなどの塗布法や、気相堆積法を利用して行っても
よい。疎水性材料は、ヘキサメチルジシラザンなどのハ
イドロカーボンやフルオロカーボン等の疎水基をもつ有
機珪素化合物やフッ素樹脂などが好ましい。
【００３６】図２（ｂ）に戻り、第２の平坦化絶縁層４
０には、ホール注入電極３４の位置に対応してコンタク
トホールが形成される。第２の平坦化絶縁層４０のコー
ティングは、このコンタクトホールの形成前に行っても
よいし、形成後に行ってもよい。コンタクトホール形成
前にコーティング処理を行うと、１回の工程でホール注
入電極３４に到達するコンタクトホールを形成すること
ができる。一方、コンタクトホール形成後にコーティン
グ処理を行うと、コンタクトホール底のホール注入電極
３４にもコーティング膜が形成されるため、その部分の
コーティング膜を取り除く必要がある。そのため工程数
は増加することになるが、コンタクトホールの側壁にも
コーティング膜を形成できるため、水分の抑制効果は高
まる。図５は、コンタクトホールの側壁にもコーティン
グ膜６０を形成した状態を示す。コンタクトホール形成
後にコーティング処理を行うことにより、コンタクトホ
ール形成の際にコーティング膜６０がダメージを受ける
こともない。
【００３７】図６は、第２平坦化絶縁層４０にＳｉ
Ｎ
ｘ
、ダイヤモンドライクカーボンをコーティングした

場合の発光特性の実験結果を示すものである。コーティ
ング処理は、コンタクトホール形成後の第２の平坦化絶
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縁層４０に対して行った。縦軸は輝度（相対強度）を示
し、横軸は時間を示す。比較用のデータとしてコーティ
ング処理を施さなかった場合の有機ＥＬ素子の発光特性
も示す。この実験結果により、コーティング処理を行わ
ない場合には、短時間で発光特性が悪くなり、長時間の
使用に耐えないことが判明した。一方で、ＳｉＮ

ｘ
、ダ

イヤモンドライクカーボンをコーティングした場合に
は、長時間にわたり有機ＥＬ素子の発光特性が殆ど劣化
しないことが分かった。
【００３８】以上、本発明をいくつかの実施の形態をも
とに説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態は例示
であり、それらの各構成要素や各処理プロセスの組合せ
に、さらにいろいろな変形例が可能なこと、またそうし
た変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解され
るところである。実施の形態において、蒸着する有機層
の材料を示しているが、これらの材料は単なる例示であ
ることも当業者に理解されるところである。実施の形態
では、ＥＬ素子として有機ＥＬ素子を例に説明したが、
これに限定するものではなく、無機ＥＬ素子であっても
よい。
【００３９】それぞれの実施の形態を通じて、第２の平
坦化絶縁層４０に熱処理、改質処理、およびコーティン
グ処理を施し、有機ＥＬ層５０に対する水分の影響を低
減する方法を説明したが、これらは各々単独で利用する
だけでなく、組み合わせて利用してもよい。組み合わせ
て利用することにより、有機ＥＬ層５０への水分の影響
を一層効率的に低減することが可能となる。例えば、熱
処理の後にコーティング処理を行うと、第２の平坦化絶
縁層４０の水分含有量を低減した上に、含有水分が有機
ＥＬ層５０に与える影響をコーティング膜によって抑制*
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*することができ、非常に効果的である。改質処理の後に
コーティング処理を行った場合も、同様の効果を得るこ
とができる。
【００４０】
【発明の効果】本発明によれば、水分によりＥＬ素子の
発光特性が劣化することを防止するＥＬパネルおよびそ
の製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  （ａ）は第１の実施の形態において能動層を
形成した状態を示す図であり、（ｂ）はゲート電極を形
成した状態を示す図であり、（ｃ）は第１平坦化絶縁層
を形成した状態を示す図である。
【図２】  （ａ）は表示電極であるホール注入電極を形
成した状態を示す図であり、（ｂ）はホール注入電極の
周辺に第２の平坦化絶縁層を形成した状態を示す図であ
り、（ｃ）は有機ＥＬ層および電子注入電極を形成した
状態を示す図である。
【図３】  第１の実施の形態における熱処理を施した場
合の発光特性の実験結果を示す図である。
【図４】  第２の実施の形態におけるイオン注入処理を
施した場合の発光特性の実験結果を示す図である。
【図５】  コーティング層を形成した状態を示す図であ
る。
【図６】  第３の実施の形態におけるＳｉＮ

ｘ
、ダイヤ

モンドライクカーボンをコーティングした場合の発光特
性の実験結果を示す図である。
【符号の説明】
１０・・・ガラス基板、３０・・・第１平坦化絶縁層、
３２・・・ＴＦＴ基板、３４・・・ホール注入電極、４
０・・・第２平坦化絶縁層、４８・・・電子注入電極、
５０・・・有機ＥＬ層。

【図３】 【図４】



(8) 特開２００３－３３２０５８

【図１】 【図２】

【図５】 【図６】

  
─────────────────────────────────────────────────────
フロントページの続き
  
(72)発明者  長谷川  勲
            大阪府守口市京阪本通２丁目５番５号  三
            洋電機株式会社内

Ｆターム(参考） 3K007 AB13 DB03 FA01 FA02 



专利名称(译) 电致发光面板及其制造方法

公开(公告)号 JP2003332058A 公开(公告)日 2003-11-21

申请号 JP2003022757 申请日 2003-01-30

[标]申请(专利权)人(译) 三洋电机株式会社

申请(专利权)人(译) 三洋电机株式会社

[标]发明人 阿部寿
鈴木浩司
長谷川勲

发明人 阿部 寿
鈴木 浩司
長谷川 勲

IPC分类号 H05B33/10 C01B32/949 H01L27/32 H01L51/50 H01L51/52 H05B33/22 H05B33/14

CPC分类号 H01L27/3246 H01L29/4908 H01L51/5253

FI分类号 H05B33/10 H05B33/14.A H05B33/22.Z

F-TERM分类号 3K007/AB13 3K007/DB03 3K007/FA01 3K007/FA02 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC21 3K107
/CC23 3K107/CC45 3K107/DD89 3K107/DD91 3K107/DD95 3K107/EE03 3K107/FF14 3K107/FF17 
3K107/GG26 3K107/GG28

代理人(译) 森下Kenju

优先权 2002059590 2002-03-05 JP

外部链接 Espacenet

摘要(译)

提供了一种用于制造高度可靠的有机EL面板的方法。 SOLUTION：对位
于有机EL层50下方的第二平坦绝缘层40进行热处理，以尽可能减少水含
量。 通过使水含量为77ng / cm3以下，可以实现发光特性的降低少的有
机EL面板。 作为减少水分对有机EL层50的影响的另一种方法，可以对
第二平坦化绝缘层40进行改性处理或涂覆处理。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/c4b1851a-5dec-4326-9718-2a1ca52f95f6
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/027806934/publication/JP2003332058A?q=JP2003332058A

